
 

福井県監査委員告示第６号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、知事、教育委員

会教育長および公安委員会委員長から、令和６年１月９日付けの監査結果に基づき措置を講じた

旨の通知があったので、その内容を次のとおり公表する。 

 

  令和６年３月５日 

 

       福井県監査委員 兼井 大   

     同       山浦 光一郎 

     同       五十嵐 昌子 

     同       伊藤 和弘  



福井県知事からの措置報告 

１ 未来創造部 

監 査 対 象 機 関 未来戦略課 

監 査 の 結 果 
  公用車を損傷し、修繕費の支払が発生していた。 

（修繕費 １４９,０４７円） 

措 置 の 内 容 

 公用車の運転にあたっては、道路での運転時だけでなく駐車場の入出

庫時にも十分に注意して運転するよう職員に周知徹底した。また、運転

前後には、安全運転の声かけや体調確認などを行うよう指導し、事故防

止に努めている。 

 

２ 交流文化部 

監 査 対 象 機 関  文化・スポーツ局文化課 

監 査 の 結 果 
  委託契約において、支出証拠書類を紛失し、偽造により作成し直して

いるものがあった。 

措 置 の 内 容 

 課員全員に対して、法令および公務員倫理に則った業務執行と、公文

書の適正な管理を徹底するよう改めて周知した。また、グループの業務

の進捗状況について、リーダーが定期的に確認を行うとともに、事務処

理が財務規則に則って適正に執行されるよう複数職員による内容確認を

徹底する。 

 

監 査 対 象 機 関  文化・スポーツ局スポーツ課 

監 査 の 結 果 
公用車を損傷し、修繕費等の支払が発生していた。  

（修繕費等 １１６,１９３円、９９,４５１円） 

措 置 の 内 容 

 全職員に対し、交通安全と交通法規の遵守について改めて注意を喚起

するとともに、公用車は県有財産であることを認識し駐車場入出庫の際

には細心の注意を払うよう、また、公用車を損傷した際には速やかな報

告をするよう周知徹底した。 

 

３ エネルギー環境部 

監 査 対 象 機 関  自然環境課 

監 査 の 結 果 
 補助金について、実績報告書の受理後、額の確定の手続が特段の理由

なく著しく遅れているものがあった。 

措 置 の 内 容 

補助金交付にかかる実績報告書の受理後は、速やかに額の確定の手続

を行うよう担当者を指導するとともに、再発防止のため課員全員へ周知

徹底した。 



 ４ 健康福祉部 

監 査 対 象 機 関  児童家庭課 

監 査 の 結 果 

  昨年度に引き続き、補助金について、補助事業に要する経費が２０％

以上減額になったにもかかわらず、補助事業計画変更承認手続を執って

いないものがあった。 

措 置 の 内 容 

 補助事業に要する経費が２０％以上減額になった場合は、変更承認手

続が必要であることについて、改めて、全職員に周知徹底した。また、

補助事業に要する経費が２０％以上減額になっていないか等を確認する

確認項目一覧表を作成し、決裁時に添付することでグループリーダーや

総務担当者等、複数職員によるチェック体制を強化した。 

 

監 査 対 象 機 関  健康医療局健康政策課 

監 査 の 結 果 
 昨年度に引き続き、栄養士免許申請手数料について、証紙の抹消を誤

り、過誤納金として還付しているものがあった。 

措 置 の 内 容 

  栄養士免許書換申請において、過去に処理済みであったにもかかわら

ず、台帳情報との確認を怠り、重複する申請を誤って受理してしまった

ことから、申請が正しいか台帳を照合する等の事前の確認作業を徹底す

るとともに、複数名での確認が完了した後に証紙を抹消するよう指導す

る。 

 

５ 産業労働部 

監 査 対 象 機 関  経営改革課 

監 査 の 結 果 
報償費および旅費について、債権者を誤って支出し、後日返納を受け

ているものがあった。 

措 置 の 内 容 

 支出する際には、債権者の住所・氏名、口座番号に誤りがないか十分

に確認するよう担当者を指導するとともに、決裁時の各職員によるチェ

ックを徹底することにより、再発防止を図っている。 

 

６ 農林水産部 

監 査 対 象 機 関  流通販売課 

監 査 の 結 果 

 昨年度に引き続き、補助金について、補助金額に影響はなかったもの

の、補助対象外としなければならない経費を対象経費として検査してい

るものがあった。 

措 置 の 内 容 

  補助金の検査にあたっては、補助金交付事務マニュアル等と照らして

補助対象経費に適合しているかなどをグループリーダーを含めた複数職

員で確認し、再発防止に努める。 

 



監 査 対 象 機 関  園芸振興課 

監 査 の 結 果 
 昨年度に引き続き、郵便切手類について、郵便切手類出納簿への登記

を適正に行っていないものがあった。 

措 置 の 内 容 

  県証紙を購入する際にも登記が必要であることを職員に周知徹底し、

登記の状況についてグループリーダーを含めた複数職員で年２回以上確

認することとした。 

 

７ 土木部 

監 査 対 象 機 関  河川課 

監 査 の 結 果 
不注意によりパソコンを損傷し、修繕費を支出していた。 

（修繕費 １３３,１００円） 

措 置 の 内 容 

課員全員に対し、損傷事案の発生原因を説明し、リスク回避に対する

意識付けを行うとともに、物品を取扱う際には細心の注意を払うよう改

めて周知徹底した。 

 

８ 会計局 

監 査 対 象 機 関  審査指導課 

監 査 の 結 果 

 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金および修繕費の支払が

発生していた。 

  （損害賠償額 ４２,７６８円、修繕費  １７４,００９円） 

措 置 の 内 容 

 所属職員に対し、公務内外を問わず交通法規の遵守と安全運転に努め

るよう改めて周知徹底した。今後も、あらゆる機会を捉えて交通事故防

止に関する意識啓発を図っていく。 

 

 ９ 公営企業 

監 査 対 象 機 関  公営企業課 

監 査 の 結 果 
 下水道料金の算定を誤り、１７８,０８６円の過大徴収となっていた。

また、これにより還付加算金が発生していた。 

措 置 の 内 容 

  複数の職員によるチェックを改めて徹底するとともに、チェックの際

は２人１組で数字の読み合わせを行うよう指導した。また、下水道料金

の計算に使用する書式の体裁に視覚的にわかりやすい工夫を施す等、算

定誤りの再発防止に努めている。 

 



福井県教育委員会教育長からの措置報告 

監 査 対 象 機 関 高校教育課 

監 査 の 結 果 

 公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金および修繕費の支払が発

生していた。  

（損害賠償額 １９３,０２８円、修繕費 ９２,７０８円）  

措 置 の 内 容 

 課員全員に対し、公私を問わず交通法規を遵守し、安全運転に努めると

ともに、特に公用車を運転する際には細心の注意を払うよう改めて周知徹

底した。また、今後も、あらゆる機会を通じて交通事故防止に関する意識

啓発を図っていく。 

 

福井県公安委員会委員長からの措置報告 

監 査 対 象 機 関 人身安全・少年課 

監 査 の 結 果 
公用車の事故（人身１件）により、損害賠償金の支払が発生していた。 

（損害賠償額 ３２,８７８円） 

措 置 の 内 容 

左折時の事故であり、当事者に対しては左後方をはじめ周囲の安全確

認を確実に行うよう指導教養し、再発防止を図った。 

また、課員に対しては、幹部会等で交通事故・違反防止の注意喚起を

行うとともに、運転時の安全確認の徹底を指示し、交通事故防止に関す

る意識の向上を図っている。 

 

監 査 対 象 機 関 地域機動警察隊 

監 査 の 結 果 
  公用車を損傷し、修繕費の支払が発生していた。 

  （修繕費 ５６９,３２７円） 

措 置 の 内 容 

事故の原因が運転者の不注意であることから、当事者および全所属員

に対して安全運転の意識向上のための教養や指導を行った。 

また、パトカーによる追跡行為中の事故防止に係る動画視聴や安全運

転管理者講習資料を用いてのグループ討議等を継続的に実施することに

より、事故防止に係る意識啓発を図っている。 

 



 

監 査 対 象 機 関 捜査第一課 

監 査 の 結 果 
  公用車を損傷し、修繕費の支払が発生していた。 

  （修繕費 ４４５,６３２円） 

措 置 の 内 容 

全課員に対し、全体会等を通じて「安全運転五則」の遵守、天候や交

通環境等に応じた具体的な運転方法等の交通事故防止対策等を指示し、

安全運転に対する意識向上を図っている。 

また、当事者に対しては、運転中の緊張感と注意力の保持について指

導し再発防止を図った。 

 

監 査 対 象 機 関 組織犯罪対策課 

監 査 の 結 果 
公用車の事故（物損１件）により、損害賠償金の支払が発生していた。 

（損害賠償額 ２６６,２７７円） 

措 置 の 内 容 

トラックによる後退時の接触事故（誘導あり）であり、運転者に対し

ては、誘導員との連携と車両後退時における安全確認について指導教養

し、再発防止を図った。 

また、課員に対しては、本件事故を踏まえ、車両誘導の重要性等の教

養を行い、事故防止を図っている。 

 

監 査 対 象 機 関 交通機動隊 

監 査 の 結 果 

訓練用自動二輪車の転倒により、個人の自動車を損傷し、損害賠償金

の支払が発生していた。 

（損害賠償額  １６９,０１５円、４５９,７８９円） 

措 置 の 内 容 

訓練中の事故防止に関し、毎朝点検や出隊行事日に全隊員に指導教養

し、安全意識の定着を図っている。 

また、安全な転倒要領を身につけさせるなど、運転技能の向上に努め

ている。 

庁舎南側訓練場については、訓練場所と私有車の駐車場所を完全に分

離するため、二段に重ねた廃タイヤを敷くほか、訓練内容によっては、

駐車場所を変更するなど、駐車車両と距離を取る対策を講じ、再発防止

を図っている。 

その他、訓練用バイクについては、任意保険で修理代金を支払うこと

ができるよう全車両が保険加入した。 

 

 


